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船舶事故調査報告書 

 

                             令和７年１１月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年２月２２日 １１時１８分頃 

発生場所 愛媛県愛南
あ い な ん

町横
よ こ

島西方沖 

水
みず

ノ子
の こ

島灯台から真方位１４１°７.３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３２°５６.９′ 東経１３２°１６.１′） 

事故の概要  貨物船OITA
オオイタ

 MARU
マ ル

は、豊後水道を南南東進中、浅瀬に乗り揚げた。 

 OITA MARU は、船底外板の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  令和６年５月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 OITA MARU、１５１,３０７トン 

１４２９９８、瑞穂産業株式会社（Ａ社） 

 ３２７.００ｍ×５５.００ｍ×２９.２５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、２２,７００kＷ、平成２１年１２月１８日 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船  

 乗組員等に関する情報 船長（フィリピン共和国籍） ４３歳 

締約国資格受有者承認証 船長（日本国発給） 

交付年月日 ２０２３年９月２２日 

（２０２８年９月２１日まで有効）   

航海士Ａ（フィリピン共和国籍） ３２歳 

締約国資格受有者承認証 二等航海士（日本国発給） 

交付年月日 ２０２３年６月１４日 
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（２０２８年６月１３日まで有効） 

操舵手（フィリピン共和国籍） ２７歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に亀裂、凹損及び擦過傷、プロペラ翼に欠損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮位 １１５cm（１１時 

宇和島） 

 事故の経過  本船は、船長、航海士Ａ及び操舵手ほか１７人が乗り組み、鉄鉱石

約１６０,０００ｔを積載し、船首約１７.６ｍ及び船尾約１７.７ｍ

の喫水で、船長が操船指揮をとり、航海士Ａ及び操舵手が船橋当直に

就き、水先人が水先業務を行い、令和６年２月２２日０６時１３分

頃、大分県大分市大分港を出港し、茨城県鹿島
か し ま

港に向かった。 

船長は、横島西方沖の鮪子
し び こ

瀬と呼ばれる浅瀬（以下「本件浅瀬」と 

いう。）から東方約１.０Ｍ離した位置を針路１５１°（真方位、以下

同じ。）で航行する航海計画を承認し、予定針路線を本船のＥＣＤＩ

Ｓ（電子海図情報表示装置）（以下「本件ＥＣＤＩＳ」という。）に入

力させた。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 航海計画 

 

船長は、出航前に航海士Ａ等とブリーフィングを行ったが、一般的

な注意事項の共有に留まり、浅瀬や航行障害、船舶の輻輳
ふくそう

度などの実

際の航路に関する情報は共有されなかった。 

本船は、大分市高島南東方沖において、０８時４５分頃に水先人が

下船した後、引き続き船長が操船指揮をとり、航海士Ａ及び操舵手が

船橋当直に就き、１３０°の針路及び約１０.５ノット(kn)の速力

（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により航行を続けた。 

船長は、航海士Ａから本件ＥＣＤＩＳ等の情報について適宜報告を

受けながら操船指揮をとり、０９時５５分頃１４２°に変針するよう

本件浅瀬
船舶所有者提供 

予定針路線 
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指示した。 

本船は、反航船を避ける目的で、予定針路線から西方寄り約２.０

Ｍ離れて航行していた。 

船長は、１０時０３分頃１４４°に針路を定め、北北西中のばら
．．

積

貨物船、貨物船及びセメント運搬船が順次本船の左舷側を通過してい

くのを認めた。 

操舵手は、１１時１３分頃、本件浅瀬約１.０Ｍ手前の地点で、本

船の位置を海図に記入したが、海図に記載された本件浅瀬に気付かな

かった。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本件浅瀬付近の本事故時の海図の記録 

 

本船は、１１時１８分頃、船長、航海士Ａ及び操舵手が本件浅瀬に

気付くことなく、針路約１５０°、速力約１０.７kn で本件浅瀬に乗

り揚げた後、乗り切った。 

船長は、１１時１９分頃フォアピーク（船首先端部）のボイドス

ペース（以下「船首先端の空所」という。）の浸水警報が鳴ったこと

から、異常に気付き、船首先端の空所の状態、バラストタンク等の浸

水の確認を乗組員に行わせ、船首先端の空所及び配管通路に浸水を確

認し、排水を指示した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤色のマーク痕 赤色のマーク痕は、

かなり薄れていた。 

Shibiko-Se 

Keep Clear

の文字 

（海図ＪＰ１５１） 
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図１ 船首部構造概略図 

 

船長は、航跡及び周囲の状況等を確認しようと、本件ＥＣＤＩＳの

画面を見たが本件浅瀬が表示されていなかった。 

船長は、海図（ＪＰ１５１）を確認したところ、本件浅瀬が記載さ

れており、本船が本件浅瀬に乗り揚げ、乗り切ったことに気付いた。 

船長は、航行を継続するのが困難と判断し、Ａ社担当者に船舶電話

で本事故の発生を連絡した。 

Ａ社担当者は、用船者に本事故の発生を連絡し、船長に高知県足摺
あしずり

岬沖で漂泊して待機するよう指示した。 

Ａ社から一時的な入港地の相談を受けた船舶代理店が、本事故の発

生を海上保安庁に通報した。 

本船は、船首先端の空所及び配管通路以外に浸水がなかったので、

自力航行で鹿児島県志布志
し ぶ し

市志布志港に入港した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 (1) 本件ＥＣＤＩＳの表示等に関する情報 

本件ＥＣＤＩＳは、本事故時、ＢＡＳＥモード*1表示となってお

り、本件浅瀬等の安全な航行に必要な情報が表示されていなかっ

た。 

船長及び航海士Ａは、本件ＥＣＤＩＳがＢＡＳＥモード表示に

なっていたことに気付かなかった。 

本件ＥＣＤＩＳは、ＢＡＳＥモード表示以外のＳＴＡＮＤＡＲ

Ｄモード*2表示等であれば、本件浅瀬等の安全な航行に必要な情報

が表示されていた。 

（写真４、写真５ 参照）  

 

 
*1 「ＢＡＳＥモード」とは、ＥＣＤＩＳで最も基本的な表示設定で、通常、航行に必要な危険な浅い水深や障害物等

が簡略化された状態で表示されるモードをいう。 
*2 「ＳＴＡＮＤＡＲＤモード」とは、ＥＣＤＩＳの表示モードの一つで、航行に必要な基本的な情報が効率的に表示

されるモードをいう。  

船首先端の

空所 

配管通路 

No.1 貨物倉 

海面 
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写真３ ＥＣＤＩＳ「ＢＡＳＥ」モード表示 

 

写真４ 本件ＥＣＤＩＳ ＢＡＳＥモード表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 本件ＥＣＤＩＳ ＳＴＡＮＤＡＲＤモード表示 

 

本件ＥＣＤＩＳは、計画された予定針路線から逸脱した場合、

警告を発するように別の航海士が設定していたが、無効になって

いた。 

この設定が無効になっていた原因は分からなかった。 

(2) 船長及び乗組員の乗船履歴等に関する情報 

船長は、令和３年５月からＡ社所属の船舶に乗船し、令和５年

１０月から本船に乗船していた。 

Ａ社によれば、船長は、本船で航海士として豊後水道を航行し

た経験が２回あった。  

航海士Ａは、航海士としての乗船は初めてで、本船に令和５年

「Base」 

（BASE モード） 

「 Shibiko-Se 」

の表示がない 

「Standard」 

（STANDARD モード） 

「Shibiko-Se」

の表示 
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８月から乗船していたが、Ａ社によれば、航海士Ａは、豊後水道

を航行した経験がなかった。 

操舵手は、令和５年６月から本船に乗船していた。 

(3) 予定針路に関する情報 

本事故後、本船で運航を任されている別の船長は、本件浅瀬の

東側は北上する反航船がよく通航するので、他船との接近を避け

る目的で、本件浅瀬の西側を南下することとしていた。 

(4) ＥＣＤＩＳの訓練履歴に関する情報 

船長は、ＥＣＤＩＳのジェネリックコース*3の訓練のほか、本件

ＥＣＤＩＳのタイプコース*4の訓練を平成３０年４月に受講してい

た。 

航海士Ａは、ＥＣＤＩＳのジェネリックコースの訓練のほか、

本件ＥＣＤＩＳのタイプコースの訓練を平成３１年４月に受講し 

ていた。 

本件ＥＣＤＩＳ製造会社によれば、タイプコースの訓練で使用

する教本に以下のとおり表示モードの注意が記載されていた。 

「Note ・The initial chart screen status is “Standard 

Display”. For safety for sailing, use the standard display 

or Other display, and not the base display.」 

(5) 出港前の点検リストについて 

Ａ社は、船橋点検リスト（Ａ社作成）に従って、乗組員に航海

中使用する全ての航海計器の動作確認を出港前に行わせることと

していた。 

航海士Ａは、出港前に船橋点検リストに従って本件ＥＣＤＩＳ

の作動確認等を行ったが、本件ＥＣＤＩＳの詳細設定は、別の航

海士が行ったので、表示モードまでは確認しなかった。 

本件ＥＣＤＩＳをＢＡＳＥモード表示に設定した者及びその意

図は分からなかった。 

航海士Ａは、水先人が下船した後から本事故発生まで、航行に

支障がなかったので、本件ＥＣＤＩＳの表示モード、本件浅瀬な

どの表示の有無等を確認していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、豊後水道を南南東進中、本件ＥＣＤＩＳの表示モードがＳ

ＴＡＮＤＡＲＤモードにされていなかったことから、本件浅瀬が本件

 
*3 「ジェネリックコース」とは、ＥＣＤＩＳに関する知識と操作を習得し、海技士免許（航海）に付された非ＥＣＤ

ＩＳ限定を解除するための、国土交通省が認めた講習をいう。 
*4 「タイプコース」とは、特定の製造会社のＥＣＤＩＳの操作に特化した訓練の講習をいう。 
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ＥＣＤＩＳ上に表示されず、本件浅瀬に乗り揚げたものと考えられ

る。 

 本件ＥＣＤＩＳがＳＴＡＮＤＡＲＤモードにされていなかったこと

については、出航前に、乗組員によって、本件ＥＣＤＩＳの動作確認

は行われたものの設定モードについては確認されなかった可能性があ

ると考えられる。 

 船長は、航海士として本件浅瀬の周辺海域の航行を２回経験し、本

件浅瀬の存在を知っていた可能性があり、また、航海士Ａは、同海域

を航行した経験がなく、本件浅瀬の存在を知らなかった可能性がある

が、船長及び航海士Ａから必要な情報を得られなかったことから、本

件浅瀬の存在の認識状況を明らかにすることができなかった。 

 航海士Ａは、本件ＥＣＤＩＳのタイプコースの訓練を受講してお

り、ＢＡＳＥモード表示では本件浅瀬等が表示されないこと、本件Ｅ

ＣＤＩＳの表示モードを確認する必要があることを知っていた可能性

があるが、他の航海士が本件ＥＣＤＩＳの詳細な設定を行っていたこ

とから、本件ＥＣＤＩＳの表示モードを確認しなかったものと考えら

れる。 

 本船は、船長が、反航船が通航する本件浅瀬の東側を予定針路とし

ていたことから、反航船を避航する目的で予定針路線の西側に寄って

航行したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、豊後水道を南南東進中、本件ＥＣＤＩＳの表示

モードがＳＴＡＮＤＡＲＤモードにされていなかったため、本件浅瀬

が本件ＥＣＤＩＳ上に表示されず、本件浅瀬に乗り揚げたものと考え

られる。 

本件ＥＣＤＩＳがＳＴＡＮＤＡＲＤモードにされていなかったこと

については、出航前に、乗組員によって、本件ＥＣＤＩＳの動作確認

は行われたものの設定モードについては確認されなかった可能性があ

ると考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、次の再発防止策を行い、乗組員に周知した。 

・ＥＣＤＩＳをＢＡＳＥモードに設定しないよう注意書きをＥＣＤ

ＩＳの画面付近に表示した。 

・航海計画のチェックリスト等を次のように見直し、ブリーフィン

グの内容を記録することとした。 

① ＥＣＤＩＳの表示設定がＢＡＳＥモード以外であることの確

認をチェックリストに追加した。 

② 航路／コースラインから３Ｍ以内の全ての懸念事項を特定

し、特定された全ての懸念事項をチェックリストに記載する。 

③ ＥＣＤＩＳの状態と設定が正常であることの確認をチェック

リストに追加した。 

・通常の当直交代時以外でも、責任者がチェックリストで確認する
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こととした。（表１参照） 

 

表１ 通常の当直者交代時以外のチェックリストでの確認 

状況 確認者 

水先人乗船前 船長又は当直航海士 

水先人下船後 船長又は当直航海士 

船長が指揮権を当直士官に

渡すとき 

船長 

船長が指揮権を当直士官か

ら引き継ぐとき 

当直航海士 

 

・通常のＢＲＭ*5（Bridge Resource Management）トレーニングの

他に５年ごとにリフレッシュコースの受講を義務化した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、出港時のブリーフィングで、予定針路線、航行の支障と

なる浅瀬等の情報を航海士等と共有すること。 

・船長及び当直航海士は、航海中においては、ＥＣＤＩＳの表示を

浅瀬等が表示される設定にしておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*5 「ＢＲＭ」とは、船舶の安全運航のため、乗組員、設備、情報など、船橋（ブリッジ）で利用可能なあらゆる資源

（リソース）を有効に活用（マネージメント）することをいう。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

 

(時：分：秒) 

船 位※ 
対地針路※ 

(°) 

船首方位※ 

(°) 

対地速力 

(kn) 北 緯 

(°-′-″) 

東 経 

(°-′-″) 

08:40:03 33-16-27.67 131-59-03.24 188.6 208  7.7 

08:50:13 33-15-38.26 131-58-18.02 214.0 189  5.9 

09:00:03 33-14-54.86 131-58-46.08 130.2 130  6.6 

09:10:03 33-14-03.43 131-59-56.82 131.9 130  8.8 

09:20:14 33-13-00.09 132-01-22.12 130.9 130  9.8 

09:30:12 33-11-54.25 132-02-50.88 131.2 130 10.1 

09:40:03 33-10-48.25 132-04-20.41 131.0 132 10.2 

09:50:33 33-09-34.92 132-05-48.38 134.0 137 10.2 

10:00:23 33-08-23.42 132-07-17.86 140.1 144 10.3 

10:10:03 33-07.06.50 132-08-34.21 141.5 144 10.4 

10:20:13 33-05-42.54 132-09-51.05 142.6 144 10.4 

10:30:13 33-04-17.08 132-11-02.95 143.6 144 10.4 

10:40:13 33-02-48.34 132-12-09.73 150.9 148 10.5 

10:50:13 33-01-16.61 132-13-11.69 151.3 147 10.6 

11:00:52 32-59-37.71 132-14-16.18 151.8 149 10.6 

11:10:12 32-58-10.70 132-15-12.18 151.6 149 10.7 

11:18:32 32-56-52.85 132-16-03.72 149.6 148 10.7 

11:20:12 32-56-41.79 132-16-11.38 149.6 149  4.2 

11:30:03 32-55-55.97 132-16-44.74 150.4 149  7.1 

11:40:54 32-54-39.28 132-17-40.07 150.9 149  9.2 

11:51:13 32-53-13.95 132-18-37.94 150.8 148  9.9 

12:00:13 32-51-58.15 132-19-33.67 149.9 149 10.0 

 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、船

首から約２４４ｍ、船尾から約８３ｍ、左舷から約２３ｍ、右舷から約３２ｍであった。また、対

地針路及び船首方位は真方位である。 

 

 

 


